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項

介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は
介
護
予
防

・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、必
ず
こ
の
証
を
事
業
者
又
は
施
設
の
窓
日
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は
介
護
予
防

・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
サ
ー
ビ
ス
に
要
し
た
費
用

の
う
ち
、
「適
用
期
間
」
に
応
じ
た
「利
用
者
負
担
の
割
合
」欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
分
の
金
額
を

お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す
。
（居
宅
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
支
払
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な
っ
た
と
き
又
は
こ
の
証
の
適
用
期
間
の
終
了
年
月
日
に
至
っ

た
と
き
に
は
、
直
ち
に
、
こ
の
証
を
長
浜
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
転
出
の
届
出
を
す
る

際
に
は
、
＞」
の
証
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え

て
、長
浜
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
ｏ

不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

利
用
時
支
払
額
を
三
割
令
利
用
者
負
担
の
割
合
」
欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
が
三
割
で
あ
る
場

合
は
四
割
）
と
す
る
措
置
（給
付
額
減
額
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
証
に
記
載
さ
れ
た
利

用
者
負
担
の
割
合
よ
り
も
、当
該
措
置
が
優
先
さ
れ
ま
す
。
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分
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金
額
を

お
支
払
い
い
た
だ
き
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す
。
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宅
介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
予
防
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
支
払
額
は
あ
り
ま
せ
ん
。
）

〓
一　
被
保
険
者
の
資
格
が
な
く
な

っ
た
と
き
又
は
こ
の
証
の
適
用
期
間
の
終
了
年
月
日
に
至

っ

た
と
き
に
は
、
直
ち
に
、
こ
の
証
を
長
浜
市
に
返
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
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、
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の
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す
る
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に
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証
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添
え
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く
だ
さ
い
。

四
　
こ
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証
の
表
面
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
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た
と
き
は
、
十
四
日
以
内
に
、
こ
の
証
を
添
え

て
、
長
浜
市
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

五
　
不
正
に
こ
の
証
を
使
用
し
た
者
は
、
刑
法
に
よ
り
詐
欺
罪
と
し
て
懲
役
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

エハ
　
利
用
時
支
払
額
を
三
割
令
利
用
者
負
担
の
割
合
」
欄
に
記
載
さ
れ
た
割
合
が
三
割
で
あ
る
場

合
は
四
割
）
と
す
る
措
置
（給
付
額
減
額
）
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
証
に
記
載
さ
れ
た
利

用
者
負
担
の
割
合
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り
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、
当
該
措
置
が
優
先
さ
れ
ま
す
。
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